






















第５回みよし市公平委員会資料の説明 

 

ページ 内 容 

１ページ 

職員団体登録事項の変更についての資料です。 

変更内容は「役員の改任登録」及び「代表者変更による事

務所の変更登録」、変更届出日は令和７年２月１２日となり

ます。 

 

参考に「みよし市職員団体の登録に関する条例」の抜粋を

掲載しています。 

 

公平委員会では、既に登録を受けております職員団体から

資料４から８ページのような届出が提出された場合におき

まして、地方公務員法及びみよし市職員団体の登録に関する

条例の規定に基づき、その届出手続と記載内容に問題がなけ

れば、その変更内容を登録し、当該職員団体に通知しなけれ

ばならないことになっております。 

２ページ 

地方公務員の団結権、職員団体、公平委員会への届出の目

的についての説明資料です。 

 

地方公務員は、労働組合法が適用されないため、労働組合

を組織することができません。その代わりに、地方公務員法

に基づき職員団体という団体を組織することができるとさ

れています。 

 この職員団体とは、２に記載しておりますが、地方公務員

法において、職員が勤務条件の維持改善を図ることを目的に

組織する団体を言うとされており、職員が職員団体を組織す

るかどうか、また職員団体に加入するかどうかは、強制では

なく自由とされています。 

 ３に記載しておりますが、職員団体を組織し、公平委員会

で登録を受けますと、３つの便宜を受けることができるとさ

れています。 

 １つ目は、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体

から適法な交渉の申入れがあった場合は、その申入れに応ず

べき地位に立つものとされていること。 



 ２つ目は、登録を受けた職員団体の役員は、任命権者の許

可を受けて職員団体の職務に専ら従事することができるこ

と。 

 ３つ目は、登録を受けた職員団体は、公平委員会に申し出

ることにより、法人格を取得することができること。 

 

本市の場合は、２つ目・３つ目は対象がないため、１つ目

の市の当局にきちんと交渉の場に立ってもらうために、職員

団体を組織し、公平委員会の登録を受け、そして、引き続き、

登録を受けるために役員の改任等がある都度、届け出が行わ

れているということとなります。 

３ページ 

職員団体における地方公務員法の抜粋の資料です。 

 

役員の改任届につきまして確認をしていただきたい点は、

資料３ページの地方公務員法第５３条第３項及び第４項の

下線部の３点となります。 

４から８ページ 

みよし市教職員組合から提出された「職員団体役員改任

届」、「役員改任証明書」、「信任投票結果」、「事務所変更届」

の資料です。 

 

以下が確認事項となります。 

 

１点目としては、役員選挙が、組合の全ての構成員に対し

投票に参加する機会が与えられ、それが直接かつ秘密の投票

で実施されているかという点、２点目は、当選した役員が、

投票者の過半数以上の票を獲得しているかという点になり

ます。３点目としては、職員団体が同一の地方公共団体の職

員のみによって組織されているかどうかという点です。 

 

１点目の「役員選挙が、組合の全ての構成員に対し投票に

参加する機会が与えられ、それが直接かつ秘密の投票で実施

されているかどうか」につきましては、資料６ページの「投

票日」や「投票方法」などが記載された、「役員改任証明書」

によって、みよし市教員組合選挙管理委員長が証明していま

す。 



２点目の「当選した役員が、投票者の過半数以上の票を獲

得しているかどうか」については、資料７ページのとおり、

投票総数２５６名に対しまして、立候補者それぞれの信任票

数が、投票総数の過半数を超えていることがわかります。 

 

３点目の「同一の地方公共団体の職員のみによって組織さ

れているかどうか」についての確認につきましては、事務職

員の方で教育委員会に問い合わせ、市内の小中学校に勤務し

ている教員のみによって組織されていることを確認しまし

た。 

  

 今回の役員改任に伴い、執行委員長が改任となりました。 

みよし市教員組合規約の規定により組合の事務所は、執行

委員長の勤務校に置くこととなっておりますので、資料８ペ

ージとおり事務所変更届の提出がありました。 

この内容についても、執行委員長の勤務校を教育委員会で

確認したところ、黒笹小学校に勤務されていることを確認い

たしました。 

９ページ 

依頼内容について、議決された場合に「公平委員会」から

「教員組合」への通知文書資料です。 

 

議決されたらこちらの文書を送付します。 

１０ページ 

その他事項の資料です。 

令和７(2025)年度のみよし市公平委員会事業計画につい

て掲載していますので御確認ください。 

各団体から正式な案内がありましたら、個別に出欠を確認

させていただきます。 

以上御確認いただき、令和７(2025)年３月１０日（月）までに書面表決書を御

提出ください。 



別 紙 

令和７(2025)年   月   日 

 

みよし市公平委員会 

委員長 倉 橋 洋 子 様 

 

氏名              

 

 

書 面 表 決 書 

 

 第５回みよし市公平委員会（書面開催）の議決事項について、下記のとおり表決しま

す。 

 

記 

 

１ 議決事項 

（１）職員団体登録事項の変更について 

 

賛成 ・ 反対 

 

（２）みよし市教員組合事務所所在地変更における、組合事務所の登録変更について 

 

賛成 ・ 反対 

 

【意 見】（反対の場合のみ、ご意見をご記入ください。） 


